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○ 

認
可
特
定
保
険
業
者
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二
十
三
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通

省
・
環
境
省
令
第
一
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
命
令
に
お
い
て
、
「
保
険
業
」
、
「
保
険
会
社
」
、
「
生
命
保
険

会
社
」
、
「
外
国
保
険
業
者
」
、
「
外
国
保
険
会
社
等
」
、
「
外
国
生
命
保
険

会
社
等
」
、
「
総
株
主
等
の
議
決
権
」
又
は
「
少
額
短
期
保
険
業
者
」
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
に
規
定
す
る
保
険
業
、
保
険
会
社
、
生
命
保
険
会
社
、
外
国
保
険
業
者

、
外
国
保
険
会
社
等
、
外
国
生
命
保
険
会
社
等
、
総
株
主
等
の
議
決
権
又
は
少

額
短
期
保
険
業
者
を
い
う
。 

２ 

［
略
］ 

 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
命
令
に
お
い
て
、
「
保
険
業
」
、
「
保
険
会
社
」
、
「
生
命
保
険

会
社
」
、
「
外
国
保
険
業
者
」
、
「
外
国
保
険
会
社
等
」
、
「
外
国
生
命
保
険

会
社
等
」
又
は
「
少
額
短
期
保
険
業
者
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
保
険
業
法
（
平
成

七
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
保
険
業

、
保
険
会
社
、
生
命
保
険
会
社
、
外
国
保
険
業
者
、
外
国
保
険
会
社
等
、
外
国

生
命
保
険
会
社
等
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
を
い
う
。 

 

２ 

［
同
上
］ 

（
当
該
認
可
特
定
保
険
業
者
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
） 

第
五
十
九
条 

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
の

関
係
の
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一 

当
該
認
可
特
定
保
険
業
者
の
子
法
人
等
（
保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年

政
令
第
四
百
二
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
五
の
二
第

三
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
第
六
十
五
条
及
び
第
九
十
四
条
の
二

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
） 

（
当
該
認
可
特
定
保
険
業
者
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
） 

第
五
十
九
条 

［
同
上
］ 

  

一 

当
該
認
可
特
定
保
険
業
者
の
子
法
人
等
（
保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年

政
令
第
四
百
二
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
五
の
二
第

三
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
第
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 



 

2 

二 

［
略
］ 

 

二 

［
同
上
］ 

（
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
） 

第
九
十
四
条
の
二 

改
正
法
附
則
第
四
条
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
第
三
百
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
八
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
密
接
な
関
係

を
有
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一 

当
該
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
（
法
人
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
役
員
又
は
使
用
人
（
当
該
法
人
と
実
質
的
に
同
一

と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
。
） 

二 

当
該
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
の
子
法
人
等 

三 

当
該
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
を
子
法
人
等
（
令
第
十
三
条
の
五
の
二

第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
子
法
人
等
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
次
号
及

び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
親
法
人
等
（
同
項
に
規
定
す
る
親
法

人
等
を
い
い
、
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
親
法
人
等
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除

く
。
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

四 

当
該
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
を
子
法
人
等
と
す
る
親
法
人
等
の
親
法

人
等 

五 

当
該
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
を
子
法
人
等
と
す
る
親
法
人
等
の
子
法

人
等
（
当
該
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
を
除
く
。
） 

六 

当
該
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十

を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
個
人
（
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


